
 

 

熊本地震に関わる保育三団体被災地支援募金事業 

実 施 要 綱 

  

1. 目 的 

本事業は、名称を平成 28年熊本地震保育三団体被災地支援募金事業（以下、「募

金事業」。）とし、震源である熊本をはじめ九州の被災地域における保育所等および

保育活動等を支援することを目的とする。 

 

2. 実施主体 

募金事業の実施主体は、公益社団法人全国私立保育園連盟、社会福祉法人日本保

育協会、社会福祉法人全国社会福祉協議会全国保育協議会の三団体（以下、保育三

団体という。）とする。 

 

 

3. 募金の募集 

募金の募集は、平成 28 年 4 月 22 日～平成 28 年 9 月 30 日を期間として募集す

る。ただし、状況に応じ保育三団体で協議のうえ延長することができるものとする。 

 

4. 募金の管理 

募金は、公益社団法人全国私立保育園連盟が専用の口座を開設して管理すること

とする。なお、管理は公益社団法人全国私立保育園連盟の他の事業と明確に区分で

きる方法で行うものとする。 

 

5. 募金の使途 

募金は被災地域の保育所等ならびに保育組織、および被災地域における保育活動

を支援することを目的として行われる次の事業等を主な使途とする。 

（1） 被災した保育所等の補修、再建に関わる費用 

（2） 被災した保育所等が必要とする物品の購入に関わる費用 

（3） 被災地において行われる保育活動及び保育活動を支援する活動で、被災地

の保育組織または保育三団体が必要と認めた活動に関わる費用 

（4） 保育三団体が直接実施する事業費、振込み手数料などの事務に関わる経費 

ただし、募金総額の 5%以下とする。 

（5） その他、保育三団体が必要と認めた事業に要する費用 

 

6. 募金の配分先 

募金の配分先は、原則として次のとおりとする。 

（1） 熊本地震により災害救助法が適用されている地域のうち、平成 28 年 4 月

14 日～平成 28 年 5 月 31 日までの期間において、被害を受けた保育所等



 

 

が所在する都道府県・指定都市等の保育組織 

（2） 災害救援法が適用されていない地域であるものの、熊本地震によって被害

を受けたことを保育三団体が認めた都道府県・指定都市等の保育組織 

（3） その他、上記に準ずる地域で保育三団体が必要と認めたところ 

 

7. 募金の配分決定等 

募金の配分決定は、保育三団体のそれぞれの団体を代表する者の合意をもって行

うこととする。 

 

8. 事業の終了 

保育三団体は、平成 29年３月 31日までに本募金事業を終了し、募金の全額を清

算することとする。 

 

9. その他 

本要綱に定めのない事項については、保育三団体で協議し決定することとする。 
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